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　本文書は責任ある農業サプライチェーンのための OECD-FAO ガイダンス（OECD-FAO ガイダンス）と持続可能な開
発目標（SDGs）との関係を説明するものである。本文書の目的は、事業者が OECD-FAO ガイダンスの勧告を実施する
ことにより、SDGs の達成に向けて貢献する上で役立てるようにすることである。  

責任ある農業サプライチェーンのための OECD-FAO ガイダンス

　経済協力開発機構（OECD）と国連食糧農業機関（FAO）とは、事業者が農業セクターのバリューチェーンにおける
責任ある企業行動（RBC）に関する基準を遵守するとともに、サプライチェーンにおけるリスクを特定し、防止し、対処
するためのデュー・ディリジェンスを実施する上で役立てられるよう、「責任ある農業サプライチェーンのための OECD-
FAO ガイダンス」（以下「OECD-FAO ガイダンス」という）を作成した。本ガイダンスは、2 年間のマルチ・ステークホ
ルダーによる協議、合意形成プロセスを経て作成され、G7での農業大臣による承認を含め、幅広い政府の承認を獲得した。 

　OECD-FAO ガイダンスの勧告は、国内資本と外資系、民間と国有、中小企業と大企業の別を問わず、農業部門のバ
リューチェーンにおける全ての事業者を対象とする。

持続可能な開発目標

　「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が掲げる 17 の持続可能な開発目標（以下「SDGs」という）は、貧
困に終止符を打ち、地球を守り、全ての人々が平和と繁栄を享受できるよう確実なものとするための普遍的な見取り図で
ある。これらの目標は相互に結び付き、１つの目標を成功させる鍵は往々にして、別の目標への関連性がより高い課題へ
の取り組みにある1。SDGs は、地球規模の開発努力において、事業者の着実な関与を必要とする。

全ての SDGs のうち、
OECD-FAO ガイダンスは 
特に以下の目標に関連する。

目標 1 貧困をなくそう
目標 2	 飢餓をゼロに
目標 3	 すべての人に健康と福祉を
目標 5	 ジェンダー平等を実現しよう
目標 8	 働きがいも経済成長も
目標 12	 つくる責任つかう責任
目標 14	 海の豊かさを守ろう
目標 15	 陸の豊かさも守ろう
目標 17	 パートナーシップで目標を達成しよう

SDGs 達成に向けたデュー・ディリジェンスの重要性

　デュー・ディリジェンスは、事業者が、意思決定およびリスク管理の不可欠な一部として、自らの活動による実際のま
たは潜在的な負の影響を特定し、防止するとともに、これら負の影響へどのように対処するかについて説明責任を果たす
ためのプロセスをいう。OECD-FAO ガイダンスでは、事業者が農業セクターのサプライチェーンに関連する最も重大な環
境および社会へのリスクに対処するとともに、それらのリスクが SDGs に及ぼすあらゆる影響を検討することを「知りかつ
示す」ために、デュー・ディリジェンスを実施するよう勧告する。

1. 国連開発計画による「持続可能な開発目標」https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html	
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デュー・ディリジェンスの実施により、事業者は次のことが可能になる。 

 — 労働者、地域社会および環境への影響を能動的に特定し、対処できる。こうした行動をとることで、またとらないこ
とで SDGs を損なうことがないよう保証することができる。

 — 体系的にリスクを管理し、測定可能な方法で SDGs への貢献を示すことができる。

デュー・ディリジェンスは、効果的に実施すれば、操業上、社会的評価上、金融上のリスクを低減することができるた
め、事業者は利益を得られる。単に問題が発覚してから対処するのではなく、より能動的なリスクマネジメントの取り組み
が促進される。また、デュー・ディリジェンスは、事業者が生産性を向上させ、投資先、ブランド、就職先として選ばれ
る対象となる機会を創出するために役立つ。事業者はデュー・ディリジェンスを通じて、自らの事業範囲を越え、バリュー
チェーン全体のビジネス上の関係にまで及ぶ、より大きな SDGs への貢献を果たすことができる。	

OECD-FAO ガイダンスが勧告するリスクベースのデュー・ディリジェンスの枠組みは、事業者が次に挙げる 5 点を実施
する際に役立つ。(i) 強固な企業経営システムの確立、(ii) サプライチェーンにおけるリスクの特定、評価および優先順位
付け、(iii) 特定されたリスクに対応するための戦略の策定と実施、(iv) サプライチェーンにおけるデュー・ディリジェンス
の検証、(v) サプライチェーンにおけるデュー・ディリジェンスの報告。デュー・ディリジェンスは全ての事業者が行うこと
を求められるが、各自の状況に合わせて実施することができる。 

 — ステークホルダーとの意味ある 
エンゲージメント

 — デュー・ディリジェンスにおける 
ジェンダーの視点を組み込む
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強固な企業経営システムの確立
事業体は企業方針の中でSDGsに言及し、SDGsを損なうことがない
ようリスクを特定し、対処する上で、デュー・ディリジェンスがいかに役
立つかを強調することができる。強固な経営システムによって、取締役
レベルに説明責任を割り当てるとともに、デュー・ディリジェンスの責任
とSDGsに向けた行動を各部署に割り当てることができる。

特定されたリスクに対応するための戦略の策定と実施
戦略の策定と実施により、事業体は言葉を行動に移すことが可能となる。根本原因
への取り組みなど、負の影響を防止するための能動的な対策を行うことで、SDGs
に対する事業体の貢献を最大化することができる。デュー・ディリジェンスはSDGs
の達成に向けた歩みを体系的に加速させる。

5段階の
枠組み

サプライチェーンにおけるデュー・ディリジェンスの報告
公的な報告には、発見されたリスクに関する報告を含める。これにより
RBCおよびSDGsの達成に関するビジネス上のコミットメントの信用
や信頼性が強化される。

サプライチェーンにおける 
デュー・ディリジェンスの検証
検証により、事業体は自らのデュー・ディリ
ジェンスの有効性と影響を評価できるよう
になる。同様にSDGsに関連する達成度も
測定できる。

サプライチェーンにおけるリスクの特定、 
評価および優先順位付け
事業およびビジネス上の関係を分析するこ
とによって、事業体は、最も深刻なリスクを
発見し、それらがSDGsに及ぼす影響を割り
出すことができる。また、どんなリスクがどこ
に存在するかを特定することにより、それら
のリスクがどのSDGsに最も大きな影響を
及ぼすかを知ることができる。リスク評価の
プロセスは、対策の優先順位付け、つまりリ
スクが最も深刻な部分を優先させる上で役
立つ。
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農業セクターのサプライチェーンにおける事業者の種類およびリスク

農業セクターのバリューチェーン略図

生産 加工集荷 流通

上流
農場企業、農家、農業者組織、

協同組合、土地に投資し直接農場を
経営する会社

下流
 卸売業、貿易業、運送会社、飼料製造業、

食品飲料製造業、繊維・バイオ燃料製造業、
小売業、スーパー

横断的企業 
 投入財のサプライヤー、研究開発機関・教育機関、

農業普及サービス・市場情報提供サービス、監督機関・認証機関

金融企業
法人投資家・機関投資家

人権

天然資源に対する所有権 
およびアクセス

労働者の権利

動物福祉

安全衛生

ガバナンス

高頻度で特定されるリスク

食料安全保障と栄養

環境保護および持続可能な 
天然資源の利用

技術とイノベーション
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SDGsとOECD-FAOガイダンスのつながり
OECD-FAOガイダンスは、「責任ある農業サプライチェーンのためのモデル企業方針」、「農業サプライチェーンにおけるリス
クベースのデュー・ディリジェンスのための5段階枠組」および2つの附属書「農業サプライチェーンにおけるリスクの軽減策
および防止策」と「先住民とのエンゲージメント」で構成される。FAO憲章による農業（agriculture）の定義には、水産業およ
び林業も含まれるが、現行のOECD-FAOガイダンスでは、主として耕種農業と畜産業に焦点を当てている。OECD-FAOガ
イダンスの各部分2が、SDGsの17の目標および169 のターゲット3とどのように関連するかを、以下に見てみよう。

［モデル企業方針の声明：P25］

「当社は、農業サプライチェーンにおいて発生する重大な負の影響の
リスクを認識するとともに、人権尊重の責任と、持続可能な開発、
特に貧困削減、食料安全保障と栄養、ジェンダー平等に貢献できる
自らの能力とを認識しながら、 責任ある農業サプライチェーンのため
のモデル企業方針を採択し、実施し、広く普及させ、取引相手と交
わす契約や合意に組み込むことをここに表明する。」

［勧告される方針 : P26 利益配分］

 — 自社の事業が、持続可能で包摂的な農村開発に貢献すること
を保証する。これには必要に応じ、影響を受けた地域社会との
間において、相互に合意した条件に基づき、金銭的および非金
銭的利益の公正かつ公平な配分を促進することが含まれる。

［勧告される方針 : P26 ジェンダー］

 — 女性に対する差別の撤廃に寄与する 。
 — 女性による意思決定およびリーダーシップの機会への有意義な

参画を促進する。
 — 女性の専門的能力の開発と向上を保証する。
 — 天然資源、投入財、生産用具、普及サービスおよび金融サー

ビス、研修、市場、情報に対し、女性が平等なアクセスと管
理権限を保有できるよう促進する。

ターゲット1.4
 — 全ての男性および女性が、経済的資

源に対する平等な権利を保有すると
ともに、基礎的サービスや金融サー
ビス、土地や財産の所有権と管理権
限、天然資源、技術に対するアクセ
スを持つことができるように確保す
る。

ターゲット 2.5
 — 種子、栽培植物、飼育・家畜化された

動物およびこれらの近縁野生種の遺
伝的多様性を維持し、遺伝資源とそ
れに関連する伝統的な知識へのアク
セスおよびそれらの利用から生じる
利益の公正かつ公平な配分を促進
する。

OECD-FAOガイダンス SDGsの目標および関連ターゲット

第2章　責任ある農業サプライチェーンのためのモデル企業方針

2.1.　RBCに関する横断的な基準

2. 全ての勧告については，OECD-FAOガイダンス（https://doi.org/10.1787/9789264251052-en）を参照。

3. SDGsの17の目標および169	の関連ターゲット全体については，SDGsナレッジプラットフォーム（https://sustainabledevelopment.un.org/topics/
sustainabledevelopmentgoals）を参照。

2.2.　人権

2.1.　RBCに関する横断的な基準
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SDGsの目標および関連ターゲット

第2章　責任ある農業サプライチェーンのためのモデル企業方針

［勧告される方針: P26利益配分］

［勧告される方針: P26ジェンダー］

［勧告される方針 : P26］

 — 人権に対する負の影響の原因となったり助長したりすることを回
避するとともに、負の影響が発生した場合にはこれらに対処す
る。

 — 自らが負の影響を助長していない場合であっても、ビジネス上
の関係により自らの事業、製品またはサービスに直接結びつく
人権に対する負の影響を防止または軽減する方法を模索する。

 — 自社の事業の規模、性質、状況および人権に対する負の影響
の深刻性に相応させて、人権に関するデュー・ディリジェンス
を実施する。

 — 人種、皮膚の色、性別、言語、宗教、政治的またはその他の
見解、国籍または社会的出身、財産、出自その他の状況など
によるいかなる差別もなく、あらゆる人の人権が尊重されること
を保証する。

ターゲット 5.1
 — あらゆる場所における全ての女性お

よび女児に対するあらゆる形態の差
別を撤廃する。

ターゲット 5.5
 — あらゆるレベルの意思決定において、

女性の十分かつ効果的な参画と平
等なリーダーシップの機会を確保す
る。

ターゲット 5.a
 — 女性に対し、経済的資源に対する平

等な権利を与えるとともに、土地や
財産の所有権および管理権限、金
融サービス、天然資源に対するアク
セスを与えるため、改革に着手する。

ターゲット 5.b
 — 女性の能力強化促進のため、ICT を

はじめとする実現技術の活用を強化
する。

ターゲット 15.6
 — 遺伝資源の利用から生ずる利益の

公正かつ公平な配分を推進するとと
もに、遺伝資源への適切なアクセス
を推進する。

ターゲット 1.4
 — 全ての男性および女性が、経済的資

源に対する平等な権利を保有すると
ともに、基礎的サービスや金融サー
ビス、土地や財産の所有権と管理
権限、天然資源、技術に対するアク
セスを持つことができるように確保す
る。

ターゲット 8.7
 — 強制労働を根絶し、現代の奴隷制

および人身売買に終止符を打ち、最
悪な形態の児童労働を確実に禁止、
撲滅するために、緊急かつ効果的な
措置を実施する。

2.2.　人権

2.1.　RBCに関する横断的な基準
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［勧告される方針 : P27］

 — 自らの事業において、国際的な主要労働基準、すなわち移住労
働者を含めた結社の自由および団体交渉権、あらゆる形態の強
制労働または拘束労働の撤廃、児童労働の実効的な廃止、雇
用および職業における差別の排除を尊重する。

 — 労働安全衛生を保証する。
 — 適正な賃金、手当、労働条件を保証する。
 — 雇用の安定を促進し、解雇された労働者に対して何らかの形態

の所得補償を提供するための政府によるスキームに協力する。
 — 移住労働者に対する権利侵害の防止を図る。
 — 女性による意思決定およびリーダーシップの機会への有意義な

参画を強化するための取り組み、措置、プロセスを導入する。
 — 雇用の機会を増加させるため、直接間接を問わず尽力する。
 — 若年層の生産性または働きがいのある人間らしい仕事および起

業機会へのアクセスを向上させるなど、企業のニーズおよび受
入国の開発政策を満たすために、あらゆるレベルの雇用者に対
して関連する研修が提供されることを保証する。

 — 職場における母性保護を保証する。

ターゲット 3.1
 — 世界の妊産婦の死亡率を出生 10 万

人当たり70 人未満に削減する。

ターゲット 3.9
 — 有害化学物質および大気、水質、

土壌の汚染に由来する死亡と疾病の
件数を減少させる。

ターゲット 4.3
 — 全ての人々が男女の区別なく、手の

届く費用で、質の高い技術教育、職
業教育および高等教育への平等なア
クセスを得られるようにする。

ターゲット 4.4
 — 技術的および職業的スキルなど、雇

用、働きがいのある人間らしい仕事
および起業に必要な技能を備えた若
年者と成人の割合を増加させる。

ターゲット 5.5
 — あらゆるレベルの意思決定において、

女性の十分かつ効果的な参画と平
等なリーダーシップの機会を確保す
る。

ターゲット 8.3
 — 生産的な活動、働きがいのある人間

らしい仕事の創出、起業、創造性お
よびイノベーションを支援する、開
発重視型の政策を促進する。

ターゲット 8.5
 — 全ての男性および女性に対して十分

かつ生産的な雇用と働きがいのある
人間らしい仕事を実現するとともに、
同一労働同一賃金を実現する。

ターゲット 8.7
 — 強制労働を根絶し、現代の奴隷制

および人身売買に終止符を打ち、最
悪な形態の児童労働を確実に禁止、
撲滅するために、緊急かつ効果的な
措置を実施する。

2.3.　労働者の権利 2.3.　労働者の権利

2.4.  安全衛生

2.5.  食料安全保障と栄養
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［勧告される方針 : P27］

［勧告される方針 : P27］

 — 自社の事業における人命、健康、福祉に対する脅威を防止し、
自社の商品やサービスの消費、使用または廃棄により生じる脅
威を防止するため、食料安全保障に関するグッド・プラクティ
スの遵守などの適切な実施策を導入する。

 — 自社の事業のライフサイクルにおいて影響を受ける地域社会の
安全衛生の保護に貢献する。

ターゲット 8.8
 — 移住労働者を含む全ての労働者を

対象として、労働者の権利を保護し、
安全安心な労働環境の整備を促進
する。

ターゲット 3.9
 — 有害化学物質および大気、水質、

土壌の汚染に由来する死亡と疾病の
件数を減少させる。

ターゲット 6.3
 — 汚染を低減し、投棄を廃絶し、有害

な化学物および物質の放出を最小化
することによって、水質を改善する。

ターゲット 11.6
 — 大気の質及び一般並びにその他の廃

棄物の管理に特別な注意を払うこと
によるものを含め、都市の一人当た
りの環境上の悪影響を軽減する。

ターゲット 12.4
 — 化学物質および全ての廃棄物に対

し、製品ライフサイクルを通じて環
境上適正な管理を実現する。

ターゲット 14.1
 — 海洋ごみや富栄養化など、特に陸上

活動による汚染を含めたあらゆる種
類の海洋汚染を防止し、大幅に削
減する。

2.3.　労働者の権利

2.4.  安全衛生

［勧告される方針 : P28］

 — 自社の事業が食料安全保障と栄養に貢献することを保証する。
 — 安全で栄養のある多様な食料の入手可能性、アクセス可能性、

安定性および利用の増進に留意する。

ターゲット 2.1
 — 飢餓を撲滅し、全ての人々が一年中

安全かつ栄養のある食料を十分得ら
れるようにする。

2.5.  食料安全保障と栄養
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［勧告される方針 : P28］

［勧告される方針 : P28］

 — 自社の活動により影響を受ける可能性のある、公的および私的
な権利、共有権、集団的権利、先住権、慣習的権利など、天
然資源の正当な所有権者およびその権利を尊重する。天然資
源には、土地、漁場、森林および水が含まれる。

ターゲット 2.2
 — あらゆる形態の栄養不良を解消し、

若年女子、妊婦、授乳婦および高
齢者の栄養ニーズに対処する。

ターゲット 2.3
 — 小規模食料生産者の農業生産性お

よび所得を倍増させる。

ターゲット 2.4
 — 持続可能な食料生産システムを確保

し、強靭 ( レジリエント ) な農業を
実践する。

ターゲット 2.5
 — 種子、栽培植物、飼育・家畜化さ

れた動物およびこれらの近縁野生種
の遺伝的多様性を維持する。

ターゲット 2.a
 — 開発途上国における農業生産能力

向上のために、農村インフラ、農業
研究・普及サービス、技術開発およ
び植物・家畜のジーン・バンクへの
投資を拡大する。

ターゲット 1.4
 — 全ての男性および女性が、経済的資

源に対する平等な権利を保有すると
ともに、基礎的サービスや金融サー
ビス、土地や財産の所有権と管理権
限、天然資源、技術に対するアクセ
スを持つことができるように確保する。

ターゲット 2.3
 — 土地への確実かつ平等なアクセスを

確保することなどを通じて、小規模
食料生産者の農業生産性および所
得を倍増させる。

2.5.　食料安全保障と栄養

2.6.　天然資源に対する所有権およびアクセス

2.6.　天然資源に対する所有権およびアクセス

2.8.　環境保護および持続可能な天然資源の利用
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［勧告される方針 : P28］ ターゲット 5.a
 — 女性に対し、経済的資源に対する平

等な権利を与えるとともに、土地や
財産の所有権および管理権限、金
融サービス、天然資源に対するアク
セスを与えるため、改革に着手する。

ターゲット 14.b
 — 小規模・沿岸零細漁業者に対し、

海洋資源および市場へのアクセスを
提供する。

2.6.　天然資源に対する所有権およびアクセス

［勧告される方針 : P28 〜 29］

 — 必要に応じて管轄の政府機関や第三者と協力しながら、自社の
事業の性質や規模に適し、かつ環境と社会への潜在的なリスク
および影響に相応な環境社会管理システムをつくり、維持する。 

 — 大気、土地、土壌、水、森林および生物多様性に対する汚染
および負の影響を防止、最小化、是正する。

 — 有害および無害の廃棄物の発生を回避または削減し、毒性物
質の使用を代替または削減するとともに、廃棄物の生産的利用
を増進し、または安全な廃棄を確実に行う。

 — 天然資源の持続可能な利用および資源の利用効率とエネル
ギー効率の向上を保証する。

 — 食品ロスおよび食品廃棄を削減し、リサイクルを促進する。
 — 土壌肥沃度の維持または向上、土壌浸食の回避など、農業の

グッド・プラクティスを促進する。
 — 生物多様性、遺伝資源および生態系サービスを支え、保全する。
 — 気候変動の影響に対する適応策によって、農業およびフードシ

ステムの強靭性（レジリエンス）、居住地およびそこでの生計に
対する支援を向上させる。

ターゲット 2.4
 — 生態系を維持し、気候変動その他

の災害に対する適応能力を向上さ
せ、漸進的に土地と土壌の質を改善
させる上で役立つよう、持続可能な
食料生産システムを確保するととも
に強靭（レジリエント）な農業を実
践する。

ターゲット 2.5
 — 種子、栽培植物、飼育・家畜化さ

れた動物およびこれらの近縁野生種
の遺伝的多様性を維持する。  

ターゲット 3.9
 — 有害化学物質および大気、水質、

土壌の汚染に由来する死亡と疾病の
件数を減少させる。

ターゲット 6.3
 — 汚染を低減し、投棄を廃絶し、有害

な化学物および物質の放出を最小化
することによって、水質を改善する。

ターゲット 6.4
 — 全セクターにおいて水利用の効率を

改善し、淡水の持続可能な採取およ
び供給を確保する。

2.8.　環境保護および持続可能な天然資源の利用
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［勧告される方針 : P28 〜 29］ ターゲット 6.5
 — あらゆるレベルでの統合水資源管理

を実施する。

ターゲット 6.6
 — 山地、森林、湿地、河川、帯水層、

湖沼など、水に関連する生態系の保
護および回復を行う。

ターゲット 8.4
 — 世界の消費と生産における資源効率

を改善し、経済成長と環境悪化の
分断を図る。

ターゲット 12.2
 — 天然資源の持続可能な管理および

効率的な利用を達成する。

ターゲット 12.3
 — 小売および消費レベルにおける世界

全体の一人当たりの食料の廃棄を半
減させ、生産およびサプライチェー
ンにおける食品ロスを減少させる。

ターゲット 12.4
 — 化学物質および全ての廃棄物に対

し、製品ライフサイクルを通じて環
境上適正な管理を実現する。

ターゲット 12.5
 — 廃棄物の発生防止、削減、再生利

用および再利用によって、廃棄物の
発生を削減する。

ターゲット 13.1
 — すべての国々において、気候関連災

害や自然災害に対する強靭性（レジ
リエンス）及び適応能力を強化する。

ターゲット 14.1
 — 海洋ごみや富栄養化など、特に陸上

活動による汚染を含めたあらゆる種
類の海洋汚染を防止し、大幅に削
減する。

2.8.　環境保護および持続可能な天然資源の利用 2.8.　環境保護および持続可能な天然資源の利用

2.9.　ガバナンス
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［勧告される方針 : P28 〜 29］ ターゲット 14.2
 — 海洋および沿岸の生態系に対する重

大な負の影響を回避するため、持続
的な管理と保護を行う。

ターゲット 15.1
 — 陸域生態系と内陸淡水生態系および

これらによる生態系サービスを確実
に保全し、回復し、持続可能な利用
を行う。

ターゲット 15.2
 — 森林の持続可能な管理の実施を促

進し、森林減少を阻止し、劣化した
森林を回復し、新規植林および再植
林を増加させる。

ターゲット 15.3
 — 砂漠化に対処し、劣化した土地と土

壌を回復し、土地劣化に荷担しない
世界の実現に尽力する。

ターゲット 15.4
 — 持続可能な開発に不可欠な便益を

もたらす山地生態系の能力を強化す
るため、山地生態系の保全を確実に
行う。

ターゲット 15.5
 — 自然生息地の劣化を抑制し、生物

多様性の損失を阻止するため、緊急
かつ意味のある対策を講じる。

2.8.　環境保護および持続可能な天然資源の利用

［勧告される方針 : P29］

 — あらゆる形態の汚職および詐欺的慣行を防止し、禁じる。
 — コーポレート・ガバナンス原則に関する OECD 理事会勧告に

含まれる原則と一致した行動をとる。

ターゲット 16.5
 — あらゆる形態の汚職や贈賄を大幅に

減少させる。

2.9.　ガバナンス
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責任ある農業サプライチェーンのためのOECD-FAOガイダンス : 持続可能な開発目標の達成に向けて

［勧告される方針 : P29］

 — 適切な技術、特に環境親和的技術および直接的間接的に雇用
を生む技術の開発と拡散に貢献する。

［勧告される枠組み : P38 〜 39］

 — サプライチェーンのデュー・ディリジェンスに関する会社の方針
および実施内容について公的な報告を行う。

 — 公的および正式な報告以外に、対面によるミーティング、オン
ライン対話および影響を受けるステークホルダーとの協議など、
様々な形態による情報伝達を行うことができる。情報伝達は、
形態、頻度、アクセスのしやすさ、提供される情報の妥当性といっ
た点において、対象となる影響および情報の受け手に適切であ
る必要がある。

［勧告される対策 : P53　1.4 利益配分］

 — 現地でのフォワード・リンケージとバックワード・リンケージお
よび安全な労働環境での現地雇用の創出、収入を得る機会の
多様化、能力開発、現地調達、技術移転、現地のインフラ改
善、特に中小企業を対象とする資金貸付や市場へのアクセス向
上、環境サービスに対する対価の支払、収益の配分または信
託基金の創設などを通じて、開発利益が得られる機会の特定に
尽力する。

 — 事業が受入国政府の開発の優先事項および社会的目標に沿う
よう保証する。 

 — 協議プロセスおよび環境・社会・人権影響評価（ESHRIAs）
に基づき、特定の集団を不当に利することなく、公平かつ持続
可能な社会的発展を促すような方法により、先住民の土地、資
源、知識と関わる事業から生じる金銭的および非金銭的利益を
分配する。

ターゲット 17.7
 — 開発途上国に対し、環境に配慮した

技術の開発、移転、普及および拡
散を促進する。

ターゲット 12.6
 — 特に大企業や多国籍企業などの企

業に対し、持続可能な取り組みを導
入し、持続可能性に関する情報を定
期報告に盛り込むよう奨励する。

ターゲット 1.4
 — 全ての男性および女性が、経済的資

源に対する平等な権利を保有すると
ともに、基礎的サービスや金融サー
ビス、土地や財産の所有権と管理
権限、天然資源、技術に対するアク
セスを持つことができるように確保す
る。

ターゲット 2.3
 — 土地、その他の生産資源や投入財、

知識、金融サービス、市場および高
付加価値化や非農業雇用の機会に
対する確実かつ平等なアクセスを確
保することなどを通じて、小規模食
料生産者の農業生産性および所得
を倍増させる。

2.10.　技術とイノベーション

3.5.　サプライチェーンにおけるデュー・ディリジェンスの報告

A.1.　RBCに関する横断的な基準

第3章　農業サプライチェーンにおけるリスクベースのデュー・ディリジェンスのための5段階枠組み

附属書A.　農業サプライチェーンにおけるリスクの軽減策および防止策

A.1.　RBCに関する横断的な基準
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2.10.　技術とイノベーション

3.5.　サプライチェーンにおけるデュー・ディリジェンスの報告

A.1.　RBCに関する横断的な基準

第3章　農業サプライチェーンにおけるリスクベースのデュー・ディリジェンスのための5段階枠組み

附属書A.　農業サプライチェーンにおけるリスクの軽減策および防止策

A.1.　RBCに関する横断的な基準

［勧告される対策 : P53　1.4 利益配分］ ターゲット 2.5
 — 種子、栽培植物、飼育・家畜化さ

れた動物およびこれらの近縁野生
種の遺伝的多様性を維持するととも
に、遺伝資源とそれに関連する伝統
的な知識へのアクセスおよびそれら
の利用から生じる利益の公正かつ公
平な配分を促進する。

ターゲット 2.a
 — 農村インフラ、農業研究・普及サー

ビス、技術開発および植物・家畜の
ジーン・バンクへの投資を拡大する。  

ターゲット 9.3
 — 特に開発途上国における小規模な製

造業その他の企業について、少額の
資金貸付などの金融サービスおよび
バリューチェーンや市場への統合に
対するアクセスを拡大する。

ターゲット 15.6
 — 遺伝資源の利用から生ずる利益の

公正かつ公平な配分を推進するとと
もに、遺伝資源への適切なアクセス
を推進する。 

ターゲット 17.15
 — 貧困撲滅および持続可能な開発の

ための政策の確立と実施にあたって
は、各国の政策空間およびリーダー
シップを尊重する。
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［勧告される対策 : P54 〜 55］

 — 人権に関するデュー・ディリジェンスを実施する。実施において
は、人権に対する実際のまたは潜在的な影響を評価し、調査
結果を活かし、それらに基づいて行動し、対応を追跡調査し、
影響にどのように対処したかを伝達する。

 — 関係する全てのステークホルダー、特に女性、若年者、マイノ
リティなど脆弱な立場に置かれた集団については、各々の立場、
制約、ニーズを認識した上で、確実に公正な対応を行う。

 — 女性が農業で担う不可欠な役割を認識するとともに、天然資源、
投入財、生産用具、普及サービスおよび金融サービス、研修、
市場、情報に対し、女性が平等なアクセスと管理権限を保有で
きるよう促すなど、女性の専門的能力の十分な開発と向上を保
証し、女性差別を撤廃するための適切な措置を講じる。

ターゲット 1.4
 — 全ての男性および女性が、経済的資

源に対する平等な権利、基礎的サー
ビスや金融サービスへのアクセス、
土地その他の財産、天然資源、技
術に対する所有権と管理権限を持つ
ことができるように確保する。

ターゲット 5.1
 — あらゆる場所における全ての女性お

よび女児に対する、あらゆる形態の
差別を撤廃する。

ターゲット 5.5
 — あらゆるレベルの意思決定において、

女性の十分かつ効果的な参画と平
等なリーダーシップの機会を確保す
る。

ターゲット 5.a
 — 女性に対し、経済的資源に対する平

等な権利を与えるとともに、土地や
財産の所有権および管理権限、金
融サービス、天然資源に対するアク
セスを与えるため、改革に着手する。

ターゲット 5.b
 — 女性の能力強化促進のため、ICT を

はじめとする実現技術の活用を強化
する。

ターゲット 8.7
 — 強制労働を根絶し、現代の奴隷制

および人身売買に終止符を打ち、最
悪な形態の児童労働を確実に禁止、
撲滅するために、緊急かつ効果的な
措置を実施する。

A.2.　人権 A.3.　労働者の権利
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責任ある農業サプライチェーンのためのOECD-FAOガイダンス : 持続可能な開発目標の達成に向けて

A.2.　人権 A.3.　労働者の権利

［勧告される対策 : P55 〜 58］

 — 事業全体にわたって雇用の機会均等と平等待遇の原則に従い、
雇用や職業に関し、人種、皮膚の色、性的指向またはジェンダー・
アイデンティティー、宗教、政治的見解、国民的出身または社
会的出身、その他の状況などによって労働者を差別しない。た
だし、労働者の特徴に関する選択が，雇用の機会均等を拡大
するために政府が特に定めた政策を促進する場合、または仕事
における固有の要件と関わる場合を除く。

 — あらゆるレベルのスタッフに関し、資格、スキルおよび経験を採
用、配置、研修、昇進の基準とする。

 — 児童労働を実効的に廃止するため、雇用や仕事への受入に際
しては、最低年齢を遵守する。

 — 自発的でなく、力や懲罰による脅しの下で個人に強要された仕
事やサービスからなる強制労働に従事させたり、それによる利
益を得たりしない。

 — 児童労働や強制労働に関わる重大な変化や新たなリスクまたは
出来事を特定するために、直接関わるサプライチェーンに対し
て継続的な監視を行うとともに、一次サプライヤーと協力して
是正措置を講じ、それらを是正する。

 — 雇用と労使関係に関し、類似の雇用者が遵守する基準と同等も
しくはそれ以上の基準を遵守する。会社が操業する国に類似の
雇用者が存在しない場合、政府の政策枠組みに沿い、可能な
限り最高の賃金、手当および労働条件を提供することとし、こ
れらは少なくとも、労働者およびその家族の基本的ニーズを満
たすべきである。

 — 労働者に安定した雇用を提供するよう努め、自由交渉により決
定された雇用の安定と社会保障に関する義務を遵守する。

 — 法律、OECD 多国籍企業行動指針または企業方針に違反する
慣行について、経営層や場合によっては管轄の公的機関へ善意
の報告を行った労働者に対し、差別的または懲戒的な行為を
行わない。

 — 必要に応じて関係する政府機関、雇用者団体、労働者団体と
協力しながら、あらゆるレベルの労働者に対し、業務上のニー
ズを満たすために必要な研修を確実に提供する。

 — 若年者の能力向上を図るため、または働きがいのある人間らし
い仕事や起業へ近づきやすくするために、適切な研修、教育お
よび指導のプログラムを提供する。また女性の研修参加を促進
する。

ターゲット 4.3
 — 全ての人々が男女の区別なく、手の

届く費用で、質の高い技術教育、職
業教育および高等教育への平等なア
クセスを得られるよう保障する。

ターゲット 4.4
 — 技術的および職業的スキルなど、雇

用、働きがいのある人間らしい仕事
および起業に必要な技能を備えた若
年者と成人の割合を増加させる。

ターゲット 5.5
 — あらゆるレベルの意思決定において、

女性の十分かつ効果的な参画と平
等なリーダーシップの機会を確保す
る。

ターゲット 8.5
 — 全ての男性および女性に対して十分

かつ生産的な雇用と働きがいのある
人間らしい仕事を実現するとともに、
同一労働同一賃金を実現する。

ターゲット 8.7
 — 強制労働を根絶し、現代の奴隷制

および人身売買に終止符を打ち、最
悪な形態の児童労働を確実に禁止、
撲滅するために、緊急かつ効果的な
措置を実施する。

ターゲット 8.8
 — 全ての労働者を対象として、労働者

の権利を保護し、安全安心な労働
環境の整備を促進する。

ターゲット 10.2
 — 年齢、性別、障害、人種、民族、出自、

宗教、経済的地位またはその他の
状況に関わりなく、全ての人々の能
力強化を図り、社会的、経済的およ
び政治的な包含を促進する。

ターゲット 10.3
 — 差別的な法律、政策および慣行を

撤廃するとともに、適切な関連法規、
政策、行動を促進することなどによ
り、機会均等を確保し、成果の不
平等を縮小する。
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責任ある農業サプライチェーンのためのOECD-FAOガイダンス : 持続可能な開発目標の達成に向けて

［勧告される対策 : P55 〜 58］

［勧告される対策 : P58 〜 59］

 — 事業全体にわたり、影響を受ける地域社会の安全衛生に対する
リスクおよび影響を評価する。

 — リスクおよび影響を回避するため、回避できない場合は最小化
するために、国際的な業界のグッド・プラクティスと一致し、特
定されたリスクおよび影響の性質と規模に適合する防止策およ
び管理策を確立する。

 — 潜在的な危険を発生させる条件や物質を変更、代替または撤
廃することや、有害物質や廃棄物の配送、輸送および廃棄の
安全性を管理するための合理的な努力をすることなどによって、
労働者、第三者および地域社会が、事業により排出される可
能性のある危険物や有害物質に曝されることを回避または最小
化する。

ターゲット 10.4
 — 税制、賃金、社会保障政策をはじ

めとする政策を導入し、平等の拡大
を漸進的に達成する。

ターゲット 3.9
 — 有害化学物質および大気、水質、

土壌の汚染に由来する死亡と疾病の
件数を減少させる。

ターゲット 6.3
 — 全世界で汚染を低減し、投棄を廃

絶し、有害な化学物および物質の放
出を最小化し、未処理の廃水の割
合を半減し、再生利用と安全な再利
用を大幅に増加させることによって、
水質を改善する。

ターゲット 11.6
 — 大気の質および地方自治体その他の

廃棄物管理に対して特別な注意を払
うことなどにより、都市における一人
当たりの環境に与える負の影響を軽
減する。

ターゲット 12.4
 — 化学物質および全ての廃棄物につい

て、製品ライフサイクルを通じ、環
境上適正な管理を実現する。

ターゲット 14.1
 — 海洋ごみや富栄養化など、特に陸上

活動による汚染を含めたあらゆる種
類の海洋汚染を防止し、大幅に削
減する。

A.3.　労働者の権利

A.4.　安全衛生

A.5.　食料安全保障と栄養
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責任ある農業サプライチェーンのためのOECD-FAOガイダンス : 持続可能な開発目標の達成に向けて

A.3.　労働者の権利

A.4.　安全衛生

A.5.　食料安全保障と栄養

［勧告される対策 : P59 〜 61］

 — 現地政府およびその他の関係するステークホルダーと関与する
などして、食料の入手可能性およびアクセス、現地の雇用、食
物の嗜好および食料供給の安定に対して事業が及ぼす影響を
可能な範囲で考慮する。

 — 安全で栄養のある多様な食料の生産を増加させる、食料および
農産物の栄養価を高める、投入財、技術、市場へのアクセス
を容易にする、サプライチェーン下流での事業活動における雇
用を創出する、ポストハーベスト・ロスや価格変動を低減させ
るための貯蔵施設を地域社会に設置することなどにより、食料
へのアクセス、現地の人々のレジリエンスや栄養状態の向上に
貢献することを可能な範囲で考慮する。

ターゲット 2.1
 — 飢餓を撲滅し、全ての人々が一年中

安全かつ栄養のある食料を十分得ら
れるよう保障する。

ターゲット 2.2
 — あらゆる形態の栄養不良を解消し、

若年女子、妊婦、授乳婦および高
齢者の栄養ニーズに対処する。

ターゲット 2.3
 — 小規模食料生産者の農業生産性お

よび所得を倍増させる。

ターゲット 2.4
 — 持続可能な食料生産システムを確保

し、強靭（レジリエント）な農業を
実践する。 

ターゲット 2.5
 — 種子、栽培植物、飼育・家畜化さ

れた動物およびこれらの近縁野生種
の遺伝的多様性を維持する。

ターゲット 2.a
 — 開発途上国における農業生産能力

向上のために、農村インフラ、農業
研究・普及サービス、技術開発およ
び植物・家畜のジーン・バンクへの
投資を拡大する。 
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責任ある農業サプライチェーンのためのOECD-FAOガイダンス : 持続可能な開発目標の達成に向けて

［勧告される対策 : P61 〜 63］

 — 現地での公開協議などを通じて、権利保有者およびその他の関
係するステークホルダーを特定する。権利保有者には、正式に
承認された所有権の保有者に限らず、女性の所有権などを含め、
公的および私的な権利、共有権、集団的権利、先住権、慣習
的所有権といった、正式には承認、付与されていない権利の保
有者も含む。 

 — 国家による土地、漁場または森林に対する権利の収用は公共の
目的のために必要な場合に限られ、公共の目的の概念は法律
で明確に定義される必要があることを認識した上で、予定した
投資が現地の地域社会において身体的または経済的な退去を
招く場合、実現可能な別の投資を検討する。

ターゲット 1.4
 — 全ての男性および女性が、経済的資

源に対する平等な権利を保有すると
ともに、基礎的サービスや金融サー
ビス、土地や財産の所有権と管理
権限、天然資源、技術に対するアク
セスを持つことができるように確保
する。

ターゲット 2.3
 — 土地への確実かつ平等なアクセスを

確保することなどを通じて、小規模
食料生産者の農業生産性および所
得を倍増させる。

ターゲット 5.a
 — 女性に対し、経済的資源に対する平

等な権利を与えるとともに、土地や
財産の所有権および管理権限、金
融サービス、天然資源に対するアク
セスを与えるため、改革に着手する。

ターゲット 14.b
 — 小規模・沿岸零細漁業者に対し、

海洋資源および市場へのアクセスを
提供する。

A.6.　天然資源に対する所有権およびアクセス A.8.　環境保護および持続可能な天然資源の利用
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責任ある農業サプライチェーンのためのOECD-FAOガイダンス : 持続可能な開発目標の達成に向けて

A.6.　天然資源に対する所有権およびアクセス A.8.　環境保護および持続可能な天然資源の利用

［勧告される対策 : P65 〜 66］

 — 会社の特徴に適合する環境管理システムを確立し、維持する。
 — 環境管理システムの有効性を監視、測定するための手段を確立

する。
 — 会社の製造工程、商品およびサービスに関連する環境、健康、

安全への予測可能な影響を回避するため、回避不能の場合は
軽減するため、ライフサイクル全体にわたり、それらの影響に対
処する。

 — 環境を損なうリスクが存在する場合、人の健康と安全に対する
リスクも考慮した上で、費用効率に優れ、当該リスクに対する
科学的および技術的な理解に矛盾しない、損害の防止または
最小化のための対策を、完全な科学的根拠の欠如を理由に先
送りしない。

 — 事故、緊急事態などの事業に由来する環境および健康への重
大な損害を防止、軽減、管理するために、緊急時対応策を維
持する。また、必要に応じ、管轄機関への緊急通報を行う仕
組みの設置などを含め、緊急事態に効果的に対応するため、
影響を受ける可能性のある地域社会および現地の政府機関を
支援し、協力する。

 — 費用、ビジネス上の守秘義務および知的財産権の保護を考慮
した上で、一般社会および労働者に対し、会社の活動がもたら
す環境、健康、安全への潜在的な影響に関する適切かつ重要
でタイムリーな情報を提供する。また、環境、健康、安全に関
する会社の方針とそれらの実施により直接影響を受ける地域社
会に対し、適切かつタイムリーな情報伝達を行うとともに、協
議を行う。

 — 生物多様性、遺伝資源および生態系サービスに対する負の影
響の回避を図るとともに、これらの保全を支援する。影響の回
避が不可能な場合は、影響を最小化し、適応性のある管理ア
プローチにより、生物多様性と生態系サービスを回復するため
の措置を実施する。

 — 必要に応じて政府と協力しながら、資源の利用効率を高めると
同時に、現存の資源の将来的な入手可能性を維持するため、
最も適切な生産システムを選択する。

ターゲット 2.4
 — 生態系を維持し、気候変動その他

の災害に対する適応能力を向上さ
せ、漸進的に土地と土壌の質を改善
させる上で役立つよう、持続可能な
食料生産システムを確保するととも
に強靭（レジリエント）な農業を実
践する。

ターゲット 2.5
 —  種子、栽培植物、飼育・家畜化さ

れた動物およびこれらの近縁野生種
の遺伝的多様性を維持する。 

ターゲット 3.9
 — 有害化学物質および大気、水質、

土壌の汚染に由来する死亡と疾病の
件数を減少させる。

ターゲット 6.3
 — 汚染を低減し、投棄を廃絶し、有害

な化学物および物質の放出を最小化
することによって、水質を改善する。

ターゲット 6.4
 — 全セクターにおいて水利用の効率を

改善し、淡水の持続可能な採取およ
び供給を確保する。

ターゲット 6.5
 — あらゆるレベルでの統合水資源管理

を実施する。

ターゲット 6.6
 — 山地、森林、湿地、河川、帯水層、

湖沼など、水に関連する生態系の保
護および回復を行う。

ターゲット 8.4
 — 世界の消費と生産における資源効率

を改善し、経済成長と環境悪化の
分断を図る。 
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［勧告される対策 : P65 〜 66］ ターゲット 12.2
 — 天然資源の持続可能な管理および

効率的な利用を達成する。

ターゲット 12.3
 — 小売および消費レベルにおける世界

全体の一人当たりの食料の廃棄を半
減させ、生産およびサプライチェー
ンにおける食品ロスを減少させる。

ターゲット 12.4
 — 化学物質および全ての廃棄物に対

し、製品ライフサイクルを通じて環
境上適正な管理を実現する。

ターゲット 12.5
 — 廃棄物の発生防止、削減、再生利

用および再利用によって、廃棄物の
発生を削減する。

ターゲット 13.1
 — 全ての国々において、気候関連災害

や自然災害に対する強靭性（レジリ
エンス）および適応能力を強化する。

ターゲット 14.1
 — 海洋ごみや富栄養化など、特に陸上

活動による汚染を含めたあらゆる種
類の海洋汚染を防止し、大幅に削
減する。

ターゲット 14.2
 — 海洋および沿岸の生態系に対する重

大な負の影響を回避するため、持続
的な管理と保護を行う。

ターゲット 15.1
 — 陸域生態系と内陸淡水生態系および

これらによる生態系サービスを確実
に保全し、回復し、持続可能な利用
を行う。

ターゲット 15.2
 — 森林の持続可能な管理の実施を促

進し、森林減少を阻止し、劣化した
森林を回復し、新規植林および再植
林を増加させる。

A.8.　環境保護および持続可能な天然資源の利用 A.8.　環境保護および持続可能な天然資源の利用

A.9.　ガバナンス
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A.8.　環境保護および持続可能な天然資源の利用 A.8.　環境保護および持続可能な天然資源の利用

A.9.　ガバナンス

［勧告される対策 : P65 〜 66］

［勧告される対策 : P67 〜 68］

 — 仕事やその他の不正な利益を獲得または維持するために、公務
員やビジネスパートナーの労働者またはその親族や同僚に対し、
直接または間接（第三者経由）的に、賄賂その他不当な利益
の提供の申し出、約束、供与、要求を行わない。

 — 贈賄を防止し、発見するために、適切な内部統制、倫理および
コンプライアンスのプログラムまたは対策を開発、導入する。

 — 会社の内部統制、倫理およびコンプライアンスのプログラムまた
は対策において、少額のファシリテーション・ペイメントの使用
を禁止または阻止する。ファシリテーション・ペイメントが行わ
れた場合、帳簿および財務記録中に正確に記録する。 

 — 所有権に関する汚職、特に先住民や現地の地域社会の慣習的
所有権に関する汚職を防止するため、客観的に評価された価
値、透明性のある分散型のプロセスやサービスおよび上訴権を
利用する。

 — 「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する
OECD 条約（ OECD 贈賄防止条約）」を実施するため、政府
の取り組みに協力する。

ターゲット 15.3
 — 砂漠化に対処し、劣化した土地と土

壌を回復し、土地劣化に荷担しない
世界の実現に尽力する。

ターゲット 15.4
 — 持続可能な開発に不可欠な便益を

もたらす山地生態系の能力を強化す
るため、山地生態系の保全を確実に
行う。

ターゲット 15.5
 — 自然生息地の劣化を抑制し、生物

多様性の損失を阻止するため、緊急
かつ意味のある対策を講じる。

ターゲット 16.5
 — あらゆる形態の汚職や贈賄を大幅に

減少させる。
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［勧告される対策 : P69］

 — 自社の活動が受入国の科学技術に関する政策や計画と親和す
るよう努め、必要に応じ、現地と受入国のイノベーション能力
開発に貢献する。

 — 知的財産権の保護に当然の配慮を払った上で、事業の過程に
おいて実行可能な場合、現地に適合させた革新的な技術、ノ
ウハウおよび実施方法の移転と急速な普及を可能にする慣行を
導入する。

 — 適切な場合、ビジネス上のニーズを考慮した上で、開発途上国
において、現地の市場ニーズへの対応を目的とした科学技術の
開発事業を行い、現地の人員を雇用し、研修を促進する。

ターゲット 17.7
 — 開発途上国に対し、環境に配慮した

技術の開発、移転、普及および拡
散を促進する。

A.10.　技術とイノベーション

OECD-FAOガイダンス SDGsの目標および関連ターゲット
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A.10.　技術とイノベーション

責任ある農業サプライチェーンのための OECD-FAO ガイダンスの範囲

責任ある農業サプライチェーンのためのOECD-FAOガイダンス（https://doi.org/10.1787/9789264251052-en)は、
農業サプライチェーンにおける責任ある企業行動に関連する下記の現行基準を考慮の上、作成された。

 — OECD 多国籍企業行動指針（多国籍企業行動指針）

 — ビジネスと人権に関する指導原則：国際連合「保護、尊重及び救済」枠組実施のために（国連指導原則） 

 — 世界食料安全保障委員会による農業及びフードシステムにおける責任ある投資のための原則（CFS-RAI 原則） 

 — 国の食料安全保障における土地、漁業と森林の保有の権利に関する責任あるガバナンスについての任意自発的指針
（VGGT） 

 — FAO、国際農業開発基金（IFAD）、国連貿易開発会議（UNCTAD）および世界銀行による権利、生活及び 
資源を尊重する責任ある農業投資の原則（PRAI） 

 — 国際労働機関による多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言（ILO 多国籍企業宣言） 

 — Akwé: Kon 任意ガイドラインを含む生物多様性条約（CBD） 

 — 国連欧州経済委員会による環境に関する、情報へのアクセス、意思決定における市民参画、司法へのアクセスに 
関する条約（オーフス条約） 

 — 国際金融公社のパフォーマンス基準

 — 国連グローバル・コンパクトの 10 原則
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